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令和５年（2023 年）６月 27 日 

 

 公益社団法人長野県建築士会会長 様 

           

長野県建設部長 

（公印省略） 

 

住宅の附属建築物に関する消防同意の取扱いについて（通知） 

 

 日頃から長野県の建築行政にご協力いただき感謝申し上げます。 

 県では、県内特定行政庁及び県内に本店又は支店を設ける指定確認検査機関（以下「特定行政庁等とい

う。」）相互の連絡協議等を通じて、建築行政の適正かつ円滑な事務の推進を図ることを目的として、長野

県特定行政庁等連絡協議会を設置しています。 

この度、本協議会において県内特定行政庁等の統一的な取扱いとして合意した事項については、建築基

準法の運用にあたり参考としていただくため、順次、公表していくこととしました。 

つきましては、今般、下記及び別添の事項について定めるとともに、県ホームページに掲載することと

しましたので、貴会会員の皆様にご周知いただきますようお願いします。 

なお、今後の協議によって、取扱基準は追加していく予定です。 

 

記 

 

１ 取扱基準    

建築基準法第 93 条第 1 項による消防の同意は、一戸建て住宅（防火地域及び準防火地域内の

ものを除く。）と同一敷地内にある車庫及び倉庫等の附属建築物については、別棟、同一棟を問

わず 200 ㎡以下を住宅の用途とみなし、不用とする。その際は同条第４項に基づく通知をする。 

２ 施行日 

令和５年 10 月 1 日（日） 

３ ＨＰ掲載日   

令和５年６月 30 日（金） 

４ 掲載アドレス  

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/kyougikai.html 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

担 当 建築住宅課 建築指導係 上野 

電 話 ０２６－２３５－７３３５（直通） 

ＦＡＸ ０２６－２３５－７４７９ 

E-mail kenchiku-shido@pref.nagano.lg.jp 
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項   目 住宅の附属建築物に関する消防同意の取扱いについて 

取 扱 い 

建築基準法第 93 条第 1項による消防長等の同意は、一戸建て住宅（防火地域及び準

防火地域内のものを除く。）と同一敷地内にある車庫及び倉庫等の附属建築物について

は、別棟、同一棟を問わず 200 ㎡以下を住宅の用途とみなし、不要とする。その際は

同条第４項に基づき通知をする。 

解 説 

 一戸建て住宅と同一敷地内にある附属建築物は用途上不可分であり、車庫及び倉庫

等についても住宅の一部として、消防同意を要しないこととする。 

 ただし、法第６条第１項第１号に該当する車庫及び倉庫で 200 ㎡を超えるものは同

意を要するものとする。 

 なお、同一棟で住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の２分の１

以上であるもの又は 50 ㎡を超えるものは令第 147 条の 3 のとおり同意を要する。 

 取扱い中の「住宅の用途とみなし」は消防同意の要否の判断に限定した取扱いとす

る。また、面積の判断は棟ごととする。  

 

適 用 区 域 長野県内全域 

附   則 
令和５年 10 月１日施行 

この取扱いは施行の日以後に確認申請を行った建築物に適用します。 

対 象 条 文 法第 93 条第１項、第４項、令第 147 条の３ 

参   考  

 

別添 


